
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください！

有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続やマイナ保険証などのご利用ができません。
お早めの更新手続をお願いします。

有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

医療費控除 の確定申告 は

マイナポータル連携 で

医療費控除のマイナポータル連携

の方法についてご案内しています。

確定申告に関する情報

確定申告に関する様々な
情報をご案内しています。

医療費控除のマイナポータル連携

確定申告 もマイナ保険証 も

マイナンバーカード におまかせください

マイナンバーカード × スマホ で

             メリットたくさん、ラクラク手続
医療費の情報を

確定申告書に

自動入力 領収書の

集計や入力

が不要

領収書の

管理や保管

が不要

家族分の

医療費の情報も

取得可能
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「iPhoneのマイナンバーカード」をご利用の場合、 実物のマイナンバーカードをかざすことなく

医療費控除の確定申告ができます。

国税庁

読取
不要

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/pdf/0025009-005.pdf
https://xxx.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/expiration-date
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